
知立市規則第１１号 

 

   知立市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設引継ぎ等規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、知立市開発等事業に関する手続条例（平成１９年知立市条例

第１２号。以下「条例」という。）第５章に規定する公共施設等の整備及び協力並

びに引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによるものとする。 

(1) 公共施設等 道路、水路、橋りょう、調整池及び公園をいう。 

(2) 公共用物 知立市法定外公共用物管理条例（平成元年知立市条例第２３号）

第２条で定義する公共用物をいう。 

(3) 土地の引継ぎ 土地を管理する権利を移転することであり、そのための手続

として土地の所有権移転登記によりその土地が知立市名義となることをいう。 

(4) 管理者 現に所有若しくは管理する土地又は施設を管理している者をいう。 

(5) 将来管理者 条例第４７条により土地又は施設の引継ぎを受ける者をいう。 

(6) 第三者 知立市及び事業者以外の者をいう。 

 （土地又は施設引継ぎ申請書の提出） 

第３条 事業者は、条例第２１条第２項による開発等事業に関する工事の完了検査

が行われ検査済書の交付を受けた場合は、将来管理者に対し速やかに土地・施設

引継申請書（様式第１）、次に定める図書等を提出しなければならない。 

(1) 公共用地一覧表 

(2) 土地に係る登記事項証明書 

(3) 縮尺２,５００分の１以上の位置図 

(4) 施設平面図 

(5) 公図 

２ 公共用地等の移転登記等に係る登記に関する書類は、すべて事業者において作

成し、所有権移転するものとする。この場合において、事務手続及び必要な経費

は、すべて事業者の負担とする。 

３ 市に引継ぎする土地には、所有権以外の権利設定その他公共の使用を妨げる第



三者との協定、覚書、使用貸借契約等が付されていないこと。ただし、公共事業

等の関連でやむを得ない場合は、別に将来管理者と協議し、承認を得るものとす

る。 

 （公共用物使用物件等の申請） 

第４条 市に引継ぎする土地で将来管理者以外のものが管理する物件については次

のとおりとする。 

２ 知立市法定外公共用物管理条例第５条に定める公共用物の許可に該当する物件

が敷設又は埋設されている場合は、土地・施設引継申請書（様式第１）の提出と

同時に、当該将来管理者以外のものは将来管理者へ知立市法定外公共用物管理条

例施行規則（平成元年知立市規則第４号）に定める法定外公共用物占用等許可申

請書を提出しなければならない。 

 （土地又は施設の引継ぎの完了） 

第５条 土地又は施設の引継ぎの手続は、将来管理者の受理書（様式第２）の発行

をもって完了するものとする。 

 （移管施設の瑕疵担保責任） 

第６条 土地又は施設の引継ぎ手続完了後２年間の内に、事業者の過失により当該

施設の修繕又は第三者への補償が発生した場合は、事業者がこれに係る経費を負

担しなければならない。 

 （付け替え協議） 

第７条 公共用物が開発等事業区域内に介在する場合で、事業者が従前の機能を付

け替えて新たな公共用物を設置しようとする場合は、条例第７条第２項による開

発等事業計画書を市長に提出すると同時に公共施設の付け替えに関する協議申請

書（様式第３）を管理者に提出し、公共用物の付け替えについて協議しなければ

ならない。 

 （付け替え協議に対する回答） 

第８条 管理者は、前条に規定する協議が適当と認める場合は、条例第１４条第２

項に規定する事業協定書にその旨を記載する。 

 （用途廃止協議） 

第９条 公共用物が開発等事業区域内に存在する場合で、公共用物を当該区域内に

編入し、新たな公共用物を設置しない場合は、条例第７条第２項による開発等事

業計画書を市長に提出すると同時に公共施設の用途廃止に関する協議申請書（様

式第４）を管理者に提出し、公共用物の用途廃止について協議しなければならな



い。 

 （用途廃止に対する協議回答） 

第１０条 管理者は、前条に規定する協議が適当と認める場合は、条例第１４条第

２項に規定する事業協定書にその旨を記載する。 

 （用途廃止要望） 

第１１条 公共用物の用途廃止について条例第１４条に規定する事業協定書が整っ

た場合は、事業者は管理者に公共施設等用途廃止要望書（様式第５）を提出し、

管理者は用途廃止手続を行うものとする。 

 （市長が必要と認める場合の措置） 

第１２条 条例第４６条第１項後段の規定により市長が必要と認めるときは、条例

第１４条による事業協定に次の事項を記載しなければならない。 

(1) 市が整備する公共施設の内容 

(2) 公共施設整備費見積額 

(3) 整備費支払に関する事項 

(4) 整備時期に関する事項 

２ 前項の規定により見積する金額の算定は、市の積算によるものとする。 

 （委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 



 

様式第１（第３条、第４条関係） 

 

年  月  日 

 

 知立市長 様 

 

申請者                

 

氏名           ○印   

 

住所              

 

電話              

 

 

土 地 ・ 施 設 引 継 申 請 書 

 

 

 下記のとおり土地・施設の引継ぎをしたいので受理してください。 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

２ 所 在   知立市              番地ほか 

 

３ 土地の面積   合計        平方メートル 

 

４ 事業の完了予定      年    月 

 

５ 特記事項 

 

６ 必要添付書類 公共用地一覧表（用途別に分類し土地の所在、地目、実面積及び

登記簿面積を記入）、所有権移転登記承諾書、印鑑証明書、資格証明書、土地に係る

登記事項証明書、位置図(1／2500)、公図 

 



 

様式第２（第５条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

        様 

 

知立市長        □印   

 

 

受 理 書 

 

 

     年  月  日付けにて、引継申請がありました土地・施設について、下

記のとおり受理いたします。 

 

 

記 

 

 受理の条件 

 

 

 



 

様式第３（その１）（第７条関係） 

公共施設の付け替えに関する協議申請書 

開発等事業の場所   

開発等事業の目的   

開 発 区 域 面 積   

市 有 財 産 で あ

る 公 共 施 設
  

新たに市有財産に

な る 公 共 施 設
  

 添付資料  (1) 位置図 (2) 計画平面図 (3) 公図 (4) 求積図(新旧共) 

       (5) 隣接者同意書 (6) 利害関係者(地元)同意書 

       (7) 登記事項証明書  (8) 概要書 

  上記のとおり、市有財産を開発等事業に含めること及び新たに設置する公共施設

を市有財産とすることについて協議したいので申請します。 

 

年  月  日  

 

 管理者 

  知立市長 様 

事業者          ○印   

 

 



 

様式第３（その２）（第７条関係） 

 

 

１ 編入する市有財産調書 

 

図面対

象番号 
大 字 字 起 点 地 番 終 点 地 番 延 長 平 均 幅 実 測 面 積

                

 

 

 

 

 

２ 施行後に市有財産に編入する調書 

 

図面対

象番号 
大 字 字 起 点 地 番 終 点 地 番 延 長 平 均 幅 実 測 面 積

                

 

 



 

様式第４（その１）（第９条関係） 

公共施設の用途廃止に関する協議申請書 

開発等事業の場所   

開発等事業の目的   

開 発 区 域 面 積   

市 有 財 産 で あ

る 公 共 施 設
  

    

 添付資料  (1) 位置図 (2) 計画平面図 (3) 公図 (4) 求積図 

       (5) 隣接者同意書 (6) 利害関係者(地元)同意書 

       (7) 登記事項証明書  (8) 誓約書 (9) 写真 

  上記のとおり、市有財産を開発等事業に含めること及び市有財産の譲渡を受ける

ことについて協議をしたいので申請します。 

 

 

年  月  日 

 

 

 知立市長 様 

事業者          ○印   

 

 



 

様式第４（その２）（第９条関係） 

 

 

誓 約 書 

 

 

 私は、開発等事業に関する下記市有財産について、市の指定どおりの条件で買い受

けることを誓約いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 土地の所在 

地先から                地先まで 

 

 

２ 地目及び面積 

 

 

３ 状況 

 

 

４ 占有者と買取り希望者が異なる場合の措置 

   買受け希望者が土地を取得した後も、占有者が占有物を撤去し、明け渡すこと

で両者は合意している。 

 

 知立市長 様 

 

 

申請者住所             

氏名          ○印   

 



 

様式第５（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

 知立市長 様 

 

住所              

事業者                 

氏名          ○印    

 

 

公共施設等用途廃止要望書 

 

  知立市開発等事業に関する手続条例第１４条に基づく     年  月  日

付け事業協定書に基づき、下記のとおり公共施設等の払下げ手続をしてほしいので

要望します。 

 

記 

 

 １ 用途廃止要望土地の所在 

  知立市 

町 丁目・小字 地 番 地 目 地 積 m2 

          

          

          

          

 

 ２ 添付資料 

   位置図、公図、土地に係る登記事項証明書、求積図、現況図 

 

 


